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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材層の表面に、アンダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液を接触させて、当該基材
層表面の酸化皮膜を除去するとともに、これによって露出した基材層の活性表面にアンダ
ーコート層を形成する工程と、
　前記アンダーコート層の表面に、照射線によって硬化する樹脂層を設けて、前記基材層
の表面に、前記アンダーコート層を介して前記樹脂層を積層させ、このアンダーコート層
と樹脂層とからなるマスク層を形成する工程と、
　前記マスク層の所定部位に照射線を照射することによって、当該照射部位を硬化させた
後、未硬化マスク層を除去して硬化したマスク層を形成することを特徴とするマスクの形
成方法において、
　前記基材層は金属、樹脂又は無機材料で形成され、前記金属が、銅又は銅を含む合金、
鉄又は鉄を含む合金、ニッケル又はニッケルを含む合金、アルミニウム又はアルミニウム
を含む合金、亜鉛又は亜鉛を含む合金、鉛又は鉛を含む合金、コバルト又はコバルトを含
む合金、錫又は錫を含む合金、チタン又はチタンを含む合金、銀又は銀を含む合金、金又
は金を含む合金或いは白金又は白金を含む合金から選択されたもの、前記樹脂が、ポリエ
ステル、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂又はポリべンゾイミダゾール(P
BI)樹脂、前記無機材料がセラミックス、ガラス又は石英で、
　前記酸性水溶液が、硫酸４．５重量％、塩酸１．０～２．０重量％、酒石酸１．１重量
％、ピロガロール０．９重量％、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル０．２
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重量％、水９２．３～９１．３重量％であること、
　を特徴とするマスクの形成方法。
【請求項２】
基材層の表面に酸性水溶液を接触させて基材層表面の酸化皮膜を除去するとともに、当該
基材層の表面を活性化する工程と、前記基材層の活性表面にアンダーコート層形成剤を含
有する水溶液を接触させて、当該基材層の活性表面にアンダーコート層を形成する工程と
、前記アンダーコート層の表面に、照射線によって硬化する樹脂層を設けて、前記基材層
の表面に、前記アンダーコート層を介して前記樹脂層を積層させ、このアンダーコート層
と樹脂層とからなるマスク層を形成する工程と、前記マスク層の所定部位に照射線を照射
することによって、当該照射部位を硬化させた後、未硬化マスク層を除去して硬化したマ
スク層を形成することを特徴とするマスクの形成方法において、
　前記基材層は金属、樹脂又は無機材料で形成され、前記金属が、銅又は銅を含む合金、
鉄又は鉄を含む合金、ニッケル又はニッケルを含む合金、アルミニウム又はアルミニウム
を含む合金、亜鉛又は亜鉛を含む合金、鉛又は鉛を含む合金、コバルト又はコバルトを含
む合金、錫又は錫を含む合金、チタン又はチタンを含む合金、銀又は銀を含む合金、金又
は金を含む合金或いは白金又は白金を含む合金から選択されたもの、前記樹脂が、ポリエ
ステル、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂又はポリべンゾイミダゾール(P
BI)樹脂、前記無機材料がセラミックス、ガラス又は石英で、
　前記酸性水溶液が、硫酸４．５重量％、塩酸２．０重量％、ポリオキシエチレンスチレ
ン化フェニルエーテル０．２重量％、水９３．３重量％で、
　前記アンダーコート層形成剤が、塩酸０．２５重量％、酒石酸１．１重量％、ピロガロ
ール０．９重量％、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル０．２重量％、水９
７．５５重量％の酸性水溶液、ピロガロール２．０重量％、水９８．０重量％の中性水溶
液又はピロガロール１．４重量％、炭酸ナトリウム４．８重量％、水酸化ナトリウム１．
１重量％、水９２．７重量％のアルカリ水溶液のいずれかであること、
　を特徴とするマスクの形成方法。
【請求項３】
　前記樹脂層が照射線硬化型のドライフィルムであることを特徴とする請求項１又は２に
記載のマスクの形成方法。
【請求項４】
　温度２５℃で３分間基材を浸して前記アンダーコート層の形成した後に、３０分以内に
前記ドライフィルムを貼着したことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のマ
スクの形成方法。
【請求項５】
　樹脂層が基材層の表面に照射線硬化型の樹脂液又は樹脂の溶液を塗布または散布、噴霧
あるいは吹き付け後、乾燥して形成されたものである請求項１ないし４のいずれか１項に
記載のマスクの形成方法。
【請求項６】
　アンダーコート層を形成し、水洗した後、室温から１００℃の温度範囲で乾燥した後、
この乾燥後のアンダーコート層の表面に、照射線によって硬化する樹脂層を設ける請求項
１～５のいずれか１項に記載のマスクの形成方法。
【請求項７】
　照射線が赤外線、近赤外線、紫外線、電子線又はレーザーである請求項１～６のいずれ
か１項に記載のマスクの形成方法。
【請求項８】
　絶縁層上に金属シード層(基材層)を介して設けられた金属層(基材層)の表面、又は絶縁
層上に設けられた金属層(基材層)の表面に、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法に
よって、硬化したマスク層を形成した後、当該マスク層によって保護されていない金属シ
ード層および金属層、又は金属層を除去して、マスク層によって保護された金属シード層
および金属層、又は金属層を導体パターンとして形成した後、前記硬化したマスク層を除
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去することを特徴とするプリント配線基板の製造方法。
【請求項９】
　絶縁層上に設けられた金属シード層(基材層)の表面に、請求項１～７のいずれか１項に
記載の方法によって、硬化したマスク層を形成した後、このマスク層の未硬化部分を除去
してパターンを形成し、このパターン箇所にメッキ処理を施して導体パターンを形成した
後、前記マスク層およびこのマスク層によって保護された金属シード層を除去することを
特徴とするプリント配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の方法により硬化したマスク層を形成した後、マス
ク層の未硬化部分を除去して鋳型部を形成し、この鋳型部に電鋳メッキ処理を施して電鋳
部品を形成した後、これを加熱又は冷却して温度差を与えて硬化したマスク層及び電鋳部
品の膨張又は収縮によりこれらの剥離性を向上させた後、硬化したマスク層及び電鋳部品
を剥離することを特徴とする電鋳部品の製造方法。
【請求項１１】
　基材層をスクリーン印刷用のメッシュシートとし、請求項１～７のいずれか１項に記載
の方法により硬化したマスク層を形成した後、マスク層の未硬化部分を除去してスクリー
ン印刷のペーストが通過する開口部を形成するスクリーン印刷製版の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マスクの形成方法と、これを利用したプリント配線基板の製造方法、電鋳部
品の製造方法およびスクリーン印刷製版の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、プリント配線基板の配線を形成する際、絶縁層上に設けた金属箔層の表面に、
フォトレジストとしてドライフィルムを貼り付けることが行われている。この場合、金属
箔層の表面にドライフィルムを隙間なく密着させるため、当該ドライフィルムを貼り付け
る前に、金属箔層の表面を機械的研磨することが行われていた。しかし、この場合、機械
的研磨により、完成したプリント基板の寸法精度が低下したり、研磨作業が煩わしくなる
などの問題があった。
【０００３】
　そこで、従来より、このような金属箔層の表面を機械的に研磨する研磨作業に替えて、
金属箔層の表面を化学的に処理する方法が提案されている。
【０００４】
　例えば、引用文献１には、過酸化水素、硫酸、５－アミノ－１Ｈ－テトラゾール、フェ
ニル尿素を含有する水溶液によって、金属箔層の表面を均一な粗面化状態に処理すること
で、金属箔層とドライフィルムとの密着性を高める方法が提案されている。
【０００５】
　また、引用文献２には、過酸化水素、硫酸、ハロゲンイオン、テトラゾール類を含有す
る水溶液によって、金属箔層の表面をより緻密に処理する方法が提案されている。
【０００６】
　さらに、このようなフォトレジストによって形成されるパターンを電鋳型として電鋳部
品を製造することも行われている（特許文献３及び特許文献４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－２９７３８７号公報
【特許文献２】特開２０１５－４６５７５号公報
【特許文献３】特開平１１－１７２４８７号公報
【特許文献４】特開平１１－０６１４７７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、前記従来の処理方法では、表面処理剤によって金属箔層の表面を粗面化
できたとしても、その後の工程で表面の処理液を水洗したり、乾燥させたりしてから、ド
ライフィルムと接着するため、その際に、粗面化した活性表面に、酸化皮膜が形成される
。
【０００９】
　したがって、金属箔膜とドライフィルムとの間には、この酸化皮膜が介在することとな
る結果、配線パターンを高密度化したり、細線化したり、薄化したりすることに対応でき
るだけの十分な密着性が得られなくなるといった不都合を生じていた。
【００１０】
　そのため、ドライフィルムを加熱して金属箔層に圧接してラミネートすることで密着性
を高めることが行われているが、この場合、加熱によってドライフィルムが伸びるため、
フィルム面が歪み、綺麗に接着することが困難になるとともに、加熱や圧接にエネルギー
と時間を要する上、特殊な装置が必要となるため、コストが嵩むことになる。
【００１１】
　また、金属箔層の表面を粗面化することで、フォトレジストの密着性は改善されるが、
凹みの中に潜り込んだフォトレジスト液（光感光性樹脂）が現像しきれずに残ることもあ
り、製品の特性上支障を来すなどの不都合を生じる。
【００１２】
　本発明は、係る実情に鑑みてなされたものであって、金属層等の基材層の表面に、樹脂
層を簡単に且つ確実に密着した状態で設けて形成することができるマスクの形成方法と、
これを利用したプリント配線基板の製造方法、電鋳部品の製造方法およびスクリーン印刷
製版の製造方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記課題を解決するための本発明に係る第１のマスクの形成方法においては、基材層の
表面に、アンダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液を接触させて、当該基材層表面の
酸化皮膜を除去するとともに、これによって露出した基材層の活性表面にアンダーコート
層を形成する工程と、前記アンダーコート層の表面に、照射線によって硬化する樹脂層を
設けて、前記基材層の表面に、前記アンダーコート層を介して前記樹脂層を積層させ、こ
のアンダーコート層と樹脂層とからなるマスク層を形成する工程と、前記マスク層の所定
部位に照射線を照射することによって、当該照射部位を硬化させた後、未硬化マスク層を
除去して硬化したマスク層を形成することを特徴とするマスクの形成方法において、前記
基材層は金属、樹脂又は無機材料で形成され、前記金属が、銅又は銅を含む合金、鉄又は
鉄を含む合金、ニッケル又はニッケルを含む合金、アルミニウム又はアルミニウムを含む
合金、亜鉛又は亜鉛を含む合金、鉛又は鉛を含む合金、コバルト又はコバルトを含む合金
、錫又は錫を含む合金、チタン又はチタンを含む合金、銀又は銀を含む合金、金又は金を
含む合金或いは白金又は白金を含む合金から選択されたもの、前記樹脂が、ポリエステル
、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂又はポリべンゾイミダゾール(PBI)樹
脂、前記無機材料がセラミックス、ガラス又は石英で、
　前記酸性水溶液が、硫酸４．５重量％、塩酸１．０～２．０重量％、酒石酸１．１重量
％、ピロガロール０．９重量％、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル０．２
重量％、水９２．３～９１．３重量％であることを特徴とするものである。
【００１４】
  又、本発明に係る第２のマスクの形成方法においては、基材層の表面に酸性水溶液を接
触させて基材層表面の酸化皮膜を除去するとともに、当該基材層の表面を活性化する工程
と、前記基材層の活性表面にアンダーコート層形成剤を含有する水溶液を接触させて、当
該基材層の活性表面にアンダーコート層を形成する工程と、前記アンダーコート層の表面
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に、照射線によって硬化する樹脂層を設けて、前記基材層の表面に、前記アンダーコート
層を介して前記樹脂層を積層させ、このアンダーコート層と樹脂層とからなるマスク層を
形成する工程と、前記マスク層の所定部位に照射線を照射することによって、当該照射部
位を硬化させた後、未硬化マスク層を除去して硬化したマスク層を形成することを特徴と
するマスクの形成方法において、前記基材層は金属、樹脂又は無機材料で形成され、前記
金属が、銅又は銅を含む合金、鉄又は鉄を含む合金、ニッケル又はニッケルを含む合金、
アルミニウム又はアルミニウムを含む合金、亜鉛又は亜鉛を含む合金、鉛又は鉛を含む合
金、コバルト又はコバルトを含む合金、錫又は錫を含む合金、チタン又はチタンを含む合
金、銀又は銀を含む合金、金又は金を含む合金或いは白金又は白金を含む合金から選択さ
れたもの、前記樹脂が、ポリエステル、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂
又はポリべンゾイミダゾール(PBI)樹脂、前記無機材料がセラミックス、ガラス又は石英
で、前記酸性水溶液が、硫酸４．５重量％、塩酸２．０重量％、ポリオキシエチレンスチ
レン化フェニルエーテル０．２重量％、水９３．３重量％で、前記アンダーコート層形成
剤が、塩酸０．２５重量％、酒石酸１．１重量％、ピロガロール０．９重量％、ポリオキ
シエチレンスチレン化フェニルエーテル０．２重量％、水９７．５５重量％の酸性水溶液
、ピロガロール２．０重量％、水９８．０重量％の中性水溶液又はピロガロール１．４重
量％、炭酸ナトリウム４．８重量％、水酸化ナトリウム１．１重量％、水９２．７重量％
のアルカリ水溶液のいずれかであることを特徴とするものである。
【００１５】
　即ち、本発明においては、基材層の活性表面にアンダーコート層を形成するにあたり、
第１のマスクの形成方法がアンダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液を用いて一挙に
アンダーコート層を形成するのに対し、第２のマスクの形成方法は、まずアンダーコート
層形成剤を含有しない酸性水溶液を用いて基材層表面の活性化処理を行い、次いで、この
基材層の活性表面にアンダーコート層形成剤を含有する水溶液を接触させて処理するもの
であり、前者が一液型の酸性水溶液を用いて基材層の活性表面にアンダーコート層を形成
するのに対し、後者が二液型の溶液を用いて基材層の活性表面にアンダーコート層を形成
する点において両者は相違する。
【００１６】
　ところで、本発明に係る第２のマスクの形成方法において、アンダーコート層形成剤を
含有する水溶液としては、酸性、中性又はアルカリ性のいずれの水溶液でも良好なアンダ
ーコート層を形成することができる。
【００１７】
　本発明において、「接触」とは、前記各種水溶液が、金属等で形成された基材層の表面
に触れることをいうのであり、このように本発明で使用される各種水溶液が、基材層の表
面に触れることができるのであれば、特に接触方法については限定されるものではない。
具体的には、例えば、前記基材層の表面を、前記各種水溶液に浸漬させたり、あるいは前
記基材層の表面に、前記各種水溶液を塗布または散布ないし噴霧（吹き付け）したりする
ことをいう。
【００１８】
　本発明において、用いられる基材層としては基材として使用される、金属、樹脂、無機
材料等で形成された層であれば特に限定されるものではないが、特に、銅又は銅を含む合
金、鉄又は鉄を含む合金、ニッケル又はニッケルを含む合金、アルミニウム又はアルミニ
ウムを含む合金、亜鉛又は亜鉛を含む合金、鉛又は鉛を含む合金、コバルト又はコバルト
を含む合金、錫又は錫を含む合金、チタン又はチタンを含む合金、銀又は銀を含む合金、
金又は金を含む合金或いは白金又は白金を含む合金から選択された金属の層が好適に用い
られる。樹脂の場合は、樹脂層と同一のものであってもよいし、異なる種類のものであっ
てもよい。具体的には、ポリエステル、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂
・ポリべンゾイミダゾール(PBI)樹脂などが挙げられる。また、無機材料の場合は、セラ
ミックス、ガラス、石英などが挙げられる。
【００１９】
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　前記アンダーコート層形成剤としては、没食子酸、ピロガロール、タンニン酸、クエン
酸、リンゴ酸、乳酸、酒石酸、グリコール酸、グリセリン酸、オキシ吉草酸、サリチル酸
、マンデル酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、マレイン酸又
はフタル酸或いはそれらのアルカリ金属塩又はアンモニウム塩、或いはＥＤＴＡのアルカ
リ金属塩又はアンモニウム塩の中から選ばれた少なくとも１種以上のものが挙げられる。
【００２０】
　本発明で用いられる樹脂層としては、照射線硬化型のドライフィルムで形成されたもの
、或いは基材層の表面に照射線硬化型の樹脂液又は樹脂の溶液を塗布または散布、噴霧あ
るいは吹き付け後、乾燥して形成されたものが挙げられる。温度２５℃で３分間基材層を
浸して前記アンダーコート層の形成した後に、３０分以内に前記ドライフィルムを貼着す
るとよい。
【００２１】
　本発明に係るマスクの形成方法においては、前述方法でアンダーコート層を形成し、水
洗した後、室温から１００℃の温度範囲、好ましくは室温から５５℃の温度範囲、特に好
ましくは室温～４５℃の温度範囲で乾燥した後、この乾燥後のアンダーコート層の表面に
、照射線によって硬化する樹脂層が設けられる。このような工程を経て基材層の表面に、
アンダーコート層と樹脂層とからなるマスク層を形成し、このマスク層の所定部位に照射
線を照射することによって、当該照射部位を硬化させた後、未硬化マスク層を溶剤で除去
して硬化したマスク層を形成するのである。
【００２２】
　この乾燥方法としては特に限定されるものではないが、具体的には、例えば自然乾燥、
真空乾燥、加熱乾燥、送風乾燥または熱風乾燥などが挙げられる。
【００２３】
　本発明において、アンダーコート層は、アンダーコート層形成剤と、基材層表面に生成
した前記基材層を構成する成分の元素イオンとの結合によって形成された化合物であり、
その厚さは０．１～０．０１μｍの範囲であると推考される。
【００２４】
　そして、本発明に係るマスクの形成方法において、照射線としては、赤外線、近赤外線
、紫外線、電子線又はレーザーなどが挙げられる。
【００２５】
　前記課題を解決するための本発明のプリント配線基板の製造方法は、絶縁層上に金属シ
ード層を介して設けられた金属層の表面、又は絶縁層上に設けられた金属層の表面に、前
述の方法によって、硬化したマスク層を形成した後、このマスク層によって保護されてい
ない金属シード層および金属層、又は金属層を除去して、マスク層によって保護された金
属シード層および金属層、又は金属層を導体パターンとして形成した後、前記硬化したマ
スク層を除去することによって得られるものである。
【００２６】
　又、前記課題を解決するための本発明のプリント配線基板の製造方法は、絶縁層上に設
けられた金属シード層の表面に、前述の方法によって、硬化したマスク層を形成した後、
このマスク層の未硬化部分を除去してパターンを形成し、このパターン箇所にメッキ処理
を施して導体パターンを形成した後、前記マスク層およびこのマスク層によって保護され
た金属シード層を除去することによって得るものである。
【００２７】
　尚、本発明においては、金属シード層として、必要に応じて、金属シード層の表面に、
更に金属層を積層したものを用いても良いのである。
【００２８】
　前記課題を解決するための本発明の電鋳部品の製造方法においては、前述の方法により
硬化したマスク層を形成した後、マスク層の未硬化部分を除去して鋳型部を形成し、この
鋳型部に電鋳メッキ処理を施して電鋳部品を形成した後、これを加熱又は冷却して温度差
を与えて硬化したマスク層及び電鋳部品の膨張又は収縮によりこれらの剥離性を向上させ



(7) JP 6829859 B2 2021.2.17

10

20

30

40

50

た後、硬化したマスク層及び電鋳部品を剥離することを特徴とするものである。
【００２９】
　本発明による電鋳部品としては、従来の電鋳部品に使用されているものでれば、特に限
定されることなく製造することができるのであり、具体的には、例えば、インクジェット
ヘッドのノズル部品、振動板部品、各種精密機械用部品、蒸着用マスク、ファインメッシ
ュ、ＩＣタグ、フラットコイル、配線基板の実装用バンプ、半導体配線基板、ホログラム
の原版、電鋳部品製造用金型等、種々の部品や部品製造用技術に適用することができる。
【００３０】
　前記課題を解決するための本発明のスクリーン印刷製版の製造方法は、基材層をスクリ
ーン印刷用のメッシュシートとし、前述の方法により硬化したマスク層を形成した後、マ
スク層の未硬化部分を除去してスクリーン印刷のペーストが通過する開口部を形成するも
のである。
【発明の効果】
【００３１】
　以上述べたように、本発明に係るマスクの形成方法によると、基材層の表面に、アンダ
ーコート層と樹脂層とからなるマスク層を形成し、このマスク層の所定部位に照射線を照
射することによって、当該照射部位を硬化させた後、未硬化マスク層を除去して硬化した
マスク層を形成することができる。
【００３２】
　このように、基材層の表面にアンダーコート層を形成すると、基材層における活性表面
の酸化が防止されると共に、このアンダーコート層とドライフィルムなどの樹脂層との密
着性が極めて良好になり、その結果、加熱することなくアンダーコート層にドライフィル
ム（樹脂層）を圧着できるので、マスク層の高密度化、高精度化が実現可能になって信頼
性の高い微細なパターンのマスク層が得られるのである。
【００３３】
　又、本発明に係るプリント配線基板の製造方法においては、本発明のマスクの形成方法
を利用するものであり、金属層の表面にアンダーコート層が極めて強固に密着した状態で
形成されるので、金属層における活性表面の酸化が防止されるのであり、又、このアンダ
ーコート層とドライフィルムなどの樹脂層とは有機物同士で親和性が高く、至極密着性が
良好になる結果、ドライフィルムなどの樹脂層を加熱することなくアンダーコート層に圧
着することができるのである。従って、ドライフィルムなどの樹脂層を加熱することなく
圧着することができるから、樹脂層の伸びや縮み更に歪みなどの発生が無く、アンダーコ
ート層の表面に樹脂層を綺麗に形成できるのであり、その結果、導体パターンの高密度化
、高精度化の実現が可能になって信頼性の高い微細な導体パターンを備えるプリント配線
基板が得られるのであり、しかも熱源を必要としないから、その作業を安全に行うことが
できるのである。
【００３４】
　また、本発明においては、金属層の表面を粗面化する必要がないので、樹脂液が凹みの
中に浸入するなどの弊害もなく、この点からも、信頼性の高い微細な導体パターンを備え
るプリント配線基板が得られるのであり、又、複雑な装置を用いることなく、プリント配
線基板を廉価に製造することができる。
【００３５】
　更に、本発明に係る電鋳部品の製造方法においては、本発明のマスクの形成方法を利用
するものであり、硬化したマスク層を形成した後、マスク層の未硬化部分を除去して鋳型
部を形成し、この鋳型部に電鋳メッキ処理を施して電鋳部品を形成するものであり、この
場合、硬化したマスク層の形成によって微細且つ高精度の鋳型部を製造できる結果、高精
度で信頼性の高い微細な電鋳部品を得ることができる。
【００３６】
　本発明に係るスクリーン印刷製版の製造方法においては、本発明のマスクの形成方法を
利用することによってアンダーコート層を形成するものであり、硬化したマスク層を形成
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した後、マスク層の未硬化部分を除去してスクリーン印刷のペーストが通過する開口部を
形成するものであり、この場合、硬化したマスク層がアンダーコート層によってスクリー
ン印刷用の金属メッシュシートと強固に密着し、当該マスク層によって微細且つ高精度の
スクリーン印刷製版を製造できる結果、高精度で信頼性の高い微細なスクリーン印刷を行
うことができる製版を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１において、（ａ）～（ｆ）は、本発明に係るマスクの形成方法の各工程　　
を示す工程図である。
【図２】図２において、（ａ）～（ｈ）は、本発明に係るサブトラクティブ法による　　
プリント配線基板の製造方法の各工程を示す工程図である。
【図３】図３において、（ａ）～（ｈ）は、本発明に係るセミアディティブ法による　　
プリント配線基板の製造方法の各工程を示す工程図である。
【図４】図４において、（ａ）～（ｈ）は、本発明に係る電鋳部品の製造方法の各工　　
程を示す工程図である。
【図５】図５において、（ａ）～（ｆ）は、本発明に係るスクリーン印刷製版の製造方　
　法の各工程を示す工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、本発明に係る実施の形態を図面を参照にして説明する。
　図１は、マスク１０の形成方法の概略図であり、図２及び図３は図１に示すマスク１０
の形成方法を利用したプリント配線基板４の製造工程を示す概略図であり、図４は図１に
示すマスク１０の形成方法を利用した電鋳部品５の製造工程を示す概略図である。
【００３９】
　すなわち、本発明に係るマスク１０の形成方法は、基材層２の表面に、アンダーコート
層形成剤を含有する酸性水溶液３０を接触させ、基材層２表面の酸化皮膜２ａを除去する
とともに、これによって露出した基材層２の活性表面にアンダーコート層形成剤由来のア
ンダーコート層３を形成する工程（図１（ａ）～図１（ｄ））と、このアンダーコート層
３の表面に、照射線によって硬化する樹脂層１としてのドライフィルムを室温で圧着して
設け、この基材層２の表面に、アンダーコート層３を介して前記樹脂層１を密着させ、前
述のアンダーコート層３と樹脂層１とからなる紫外線硬化型のマスク層３１を形成する工
程と、このマスク層３１に、照射線を照射することによって照射部位を硬化させた後、未
硬化マスク層３１を除去して硬化したマスク１０を形成するものである（図１（ｅ）及び
図１（ｆ））。
【００４０】
　前記基材層２としては、銅又は銅を含む合金、鉄又は鉄を含む合金、ニッケル又はニッ
ケルを含む合金、アルミニウム又はアルミニウムを含む合金、亜鉛又は亜鉛を含む合金、
鉛又は鉛を含む合金、コバルト又はコバルトを含む合金、錫又は錫を含む合金、チタン又
はチタンを含む合金、銀又は銀を含む合金、金又は金を含む合金或いは白金又は白金を含
む合金から選択された金属の層が好適に用いられる。樹脂の場合は、樹脂層と同一のもの
であってもよいし、異なる種類のものであってもよい。具体的には、ポリエステル、エポ
キシ樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂、ポリべンゾイミダゾール(PBI)樹脂などが
挙げられる。また、無機材料の場合は、セラミックス、ガラス、石英などが挙げられる。
【００４１】
　銅合金としては、銅（Ｃｕ）を含む合金であれば特に限定されるものではないが、特に
、銅（Ｃｕ）を主成分とし、目的に応じて、Ａｌ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｓｎ、Ｍｏ、Ｖ、Ｐｄ、
Ｔａなどの成分を１ないし２種以上含有させたものが望ましい。
【００４２】
　アルミニウム合金としては、アルミニウムを含む合金であれば特に限定されるものでは
ないが、特に、ＡＣＬ（Ａｌ－Ｃｏ－Ｇｅ－Ｌａ）合金、ＡＣＸ（Ａｌ－Ｎｉ－Ｂ）合金



(9) JP 6829859 B2 2021.2.17

10

20

30

40

50

、アルミニウム－ネオジウム（Ａｌ－Ｎｄ）合金、アルミニウム－ジルコニウム（Ａｌ－
Ｚｒ）合金、アルミニウム－銅（Ａｌ－Ｃｕ）合金、アルミニウム－シリコン（Ａｌ－Ｓ
ｉ）合金又はアルミニウム－シリコン－銅（Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕ）合金などが挙げられる。
【００４３】
　鉄合金としては、鉄（Ｆｅ）を含む合金であれば特に限定されるものではないが、特に
、鉄（Ｆｅ）を主成分とし、目的に応じて、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｗ、Ｃｕ、Ｃｏ、Ｃ、Ｓｉ、Ｍ
ｎ又はＭｏなどの成分を１ないし２種以上含有させたものが望ましく、具体的には、例え
ばフェライト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、オーステナイト系ステン
レス鋼、或いは炭素鋼等を素材として形成された製品が挙げられる。
【００４４】
　ここでアンダーコート層３形成剤を含有する酸性水溶液３０としては、硝酸又は硫酸を
含むものが好ましい。酸性水溶液３０全体に対して、硝酸の配合割合は０．５～９．９重
量％の範囲に調整するとともに、硫酸の配合割合を０．５～９．９重量％の範囲に調整す
るのが望ましい。このように、硝酸又は硫酸の濃度が酸性水溶液３０全体に対して０．５
重量％未満では少なすぎて所要の効果を得ることができないのであり、一方、硝酸又は硫
酸の濃度が、前記酸性水溶液３０全体に対して９．９重量％を超えると、多すぎて配合す
る意味が無いだけでなく、安全性や取扱性更に作業環境が悪化するので、いずれの場合も
好ましくない。そして、中でも硝酸と硫酸の合計量が酸性水溶液３０全体に対して９．９
重量％以下とすることによって、この酸性水溶液３０はいわゆる毒物および劇物取締法の
対象ではなくなり、運搬や保存について各種法的な規制を受けることなく、簡便に取り扱
うことができるので望ましい。
【００４５】
　そして、本発明においては、所望により、前記酸性水溶液にリン酸を配合しても良く、
この場合、酸性水溶液３０全体に対して、リン酸の配合割合はその効果や安全性、更に取
扱性や作業環境等の観点から、０．０５～４０重量%の範囲、好ましくは０．５～２５重
量％の範囲に調整するのが望ましい。
【００４６】
　又、前記酸性水溶液３０において、硝酸、硫酸及びリン酸を含む三成分系のものが望ま
しく、この場合、酸性水溶液３０全体において、硝酸の配合割合を０．５～９．９重量％
の範囲、硫酸の配合割合を０．５～９．９重量％の範囲及びリン酸の配合割合を０．０５
～４０重量％の範囲とするのが望ましく、中でも硝酸と硫酸の合計量が酸性水溶液３０全
体に対して９．９重量％以下とすることが望ましく、このように調整することによって、
この酸性水溶液３０はいわゆる毒物および劇物取締法の対象ではなくなり、運搬や保存に
ついて各種法的な規制を受けることなく、簡便に取り扱うことができるのである。
【００４７】
　更に、本発明においては、前記酸性水溶液３０において、更に「塩酸」を加えることが
好ましく、このように、硝酸又は硫酸から選ばれた少なくとも１種に塩酸を加えて二成分
系のもの又は三成分系のものとしたり、更に、この酸性水溶液にリン酸を加えて三成分系
又は四成分系の酸性水溶液３０とすることにより、オーステナイト系ステンレス鋼等のニ
ッケルを含む合金を素材とする基材層２に対しても、当該基材層２表面の酸化皮膜を好適
に除去できるので望ましい。
【００４８】
　前記酸性水溶液３０において、更に加える塩酸の濃度としては、当該酸性水溶液３０全
体に対して０．１～９．９重量％の範囲とするのが好ましく、塩酸の濃度が酸性水溶液３
０全体に対して０．１重量％未満では、少なすぎて所要の効果を得ることができないので
あり、一方、塩酸の濃度が、前記酸性水溶液３０全体に対して９．９重量％を超えると、
配合する意味が無いだけでなく、多すぎて安全性や取扱性更に作業環境が悪化するので、
いずれの場合も好ましくない。
【００４９】
　更に前記酸性水溶液３０において、塩酸、硝酸又は硫酸のうち２種以上からなる混酸を
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調製するにあたり、この混酸の合計濃度が前記酸性水溶液３０全体に対して９．９重量％
以下とすることが望ましく、このように調製することによって、酸性水溶液３０は、毒物
および劇物取締法の対象ではなくなり、運搬や保存について各種規制を受けることなく、
簡易に取り扱うことができるため一層好ましい。
【００５０】
　本発明において、前記酸性水溶液３０にはアンダーコート層形成剤が配合されるが、こ
のアンダーコート層形成剤としては、基材層２表面の酸化皮膜２ａを酸性水溶液３０で溶
解、除去して当該基材層２表面を活性化した際、その活性表面に生成した基材層２を構成
する成分の元素イオンとアンダーコート層形成剤とが結合して当該基材層２表面にアンダ
ーコート層３を形成するための物質であれば特に限定されるものではない。
【００５１】
　そして、このアンダーコート層３が基材層２の活性表面に形成されることによって当該
活性表面が酸化されるのを防止することができるのである。
【００５２】
　このアンダーコート層３を形成することができるアンダーコート層形成剤としては、基
材層２の活性表面に生成した基材層２を構成する成分の元素イオンと容易に結合すること
が可能なカルボルシル基等の官能基と、基材層２の活性表面に形成される樹脂層１との密
着が良い有機基とを有するものが挙げられる。
【００５３】
　前記アンダーコート層形成剤としては、具体的には、例えば没食子酸、ピロガロール、
タンニン酸、クエン酸、リンゴ酸、乳酸、酒石酸、グリコール酸、グリセリン酸、オキシ
吉草酸、サリチル酸、マンデル酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピ
ン酸、マレイン酸又はフタル酸或いはそれらのアルカリ金属塩又はアンモニウム塩、或い
はＥＤＴＡのアルカリ金属塩又はアンモニウム塩の中から選ばれた少なくとも１種以上の
ものが挙げられる。
【００５４】
　本発明においては、アンダーコート層形成剤において、その官能基が主として基材層２
を構成する成分の元素イオンと結合して化合物を形成し、一方、有機基が基材層２の活性
表面の外側を向くので、基材層２の活性表面に形成されたアンダーコート層３と樹脂層１
との密着性がより一層向上するのである。
【００５５】
　このアンダーコート層３の形成は、前述のように、アンダーコート層形成剤を含有する
一液型の酸性水溶液３０を用いて処理するものであってもよいが、これに代えて、まず基
材層２をアンダーコート層形成剤を含有しない酸性水溶液で処理し、次いで、アンダーコ
ート層形成剤を含有する水溶液で処理する二液型の水溶液で処理するものであってもよい
。
【００５６】
　本発明において、二液型の水溶液で処理する場合、まず、基材層２の表面に、前述の無
機酸を含む第１の酸性水溶液を接触させて基材層２表面の酸化皮膜２ａを除去するととも
に、当該基材層２の表面を活性化する。
【００５７】
　次いで、得られた基材層２の活性表面にアンダーコート層形成剤を含有する第２の水溶
液を接触させて、当該基材層２の活性表面にアンダーコート層３を形成するのである。
【００５８】
　この第２の水溶液としては酸性、中性又はアルカリ性のいずれの水溶液も用いることが
できる。
【００５９】
　本発明において、酸性水溶液（第１の酸性水溶液を含む。以下、同じ。）又は第２の水
溶液には、所望によりその他の成分、例えば、有機酸又は界面活性剤などを適宜配合して
も良いのである。
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【００６０】
　前記「有機酸」としては、主として基材層２の表面が過剰に溶解されることを防止する
ためのものであれば特に限定されるものではないが、一般的にはカルボキシル基（－ＣＯ
ＯＨ）を有する有機酸が好ましく、具体的には、例えばポリオキシモノカルボン酸、グル
コン酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸又は酪酸等が挙げられる。
【００６１】
　これらの有機酸の添加量としては、対象物である基材層２の素材や無機酸の組成等によ
って適宜決定されるものであり、特に限定されるものではないが、一般的には、前記酸性
水溶液全体に対して、０．０１～２０．０重量％の範囲とするのが好ましく、更に、０．
１～１０重量％程度とするのが一層好ましい。
【００６２】
　有機酸の添加量が、酸性水溶液全体に対して０．０１重量％未満では、基材層２の反応
を抑制する作用が不十分で、所要の抑制効果が得られないため好ましくなく、一方、添加
量が、酸性水溶液全体に対して２０．０重量％を超えると、効果に限界が生じ、意味が無
いだけでなく、他の成分との均衡、調整が悪くなる上、不経済となるので好ましくない。
【００６３】
　なお、これらの有機酸は、所望により、一種類のみならず二種類以上の複数種を適宜混
合して添加しても良いのである。
【００６４】
　前記「界面活性剤」としては、主として基材層２の表面の細部にわたり酸性水溶液を浸
透、馴染ませ、均一な処理を実現させたり、光沢性を出したりするために添加されるもの
であり、アニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、ノニオン界面活性剤、両性界面活性
剤または非イオン界面活性剤のいずれも用いることができる。
【００６５】
　具体的には、アニオン界面活性剤としては、脂肪酸塩型、アルキルベンゼンスルホン酸
塩型、アルキル硫酸エステル塩型、直鎖二級スルホン酸塩型、ジアルキルスルホコハク酸
エステル塩型、ＰＯＥアルキルまたはアルキルフェニルエーテル硫酸エステル塩型、およ
びＰＯＥアルキルまたはアルキルフェニルエーテルリン酸エステル塩型等を挙げることが
できる。
【００６６】
　一方、カチオン界面活性剤としては、アルキルピコリニウムクロライド型、アルキルト
リエチルアンモニウムクロライド型およびその他の第４級アンモニウム塩型等を挙げるこ
とができる。
【００６７】
　また、ノニオン界面活性剤としては、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル型ノニオン、Ｐ
ＯＥアルキルエーテル型ノニオン、ＰＯＥポリオキシプロピレンブロックポリマー型ノニ
オン、ＰＯＥグリコールアルキルエステル型ノニオン、ソルビタン脂肪酸エステル型ノニ
オンおよびショ糖脂肪酸エステル型ノニオン等を挙げることができる。
【００６８】
　更に、両性界面活性剤としては、アルキルカルボキシベタイン型、アルキルアミノカル
ボン酸型およびアルキルイミダゾリン型等を挙げることができる。
【００６９】
　加えて、非イオン界面活性剤としては、ＰＯＥアルキルエーテル、ＰＯＥアルキルフェ
ニルエーテル、ショ糖脂肪酸エステル、エチレングリコールおよびグリセリン等を挙げる
ことができる。
【００７０】
　これらの界面活性剤の添加量としては、対象物である基材層２の素材や無機酸の濃度等
によって適宜決定されるものであり、特に制限されるものではないが、一般的には、酸性
水溶液全体に対して、０．００５～７．５重量％程度が好ましく、特に、０．０５～５重
量％程度が一層好ましく、０．１～３重量％程度が特に好ましい。
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【００７１】
　界面活性剤の添加量が酸性水溶液全体に対して、０．００５重量％未満では界面活性剤
の添加量が少な過ぎて所要の添加効果が得られないため好ましくなく、一方、７．５重量
％を超えると、効果に限界が生じるので意味が無いだけでなく、この酸性水溶液の排水処
理を行う場合、廃液が発泡しその処理、調整が困難になる上、不経済となるので好ましく
ない。
【００７２】
　なお、前記界面活性剤は、一種類のみならず二種類以上の複数種を適宜混合して添加し
ても良いのである。
【００７３】
　次に、本発明において、マスクの形成方法ついて詳細に説明する。
【００７４】
　図１（ａ）から図１（ｃ）に示すように、基材層２の表面に酸性水溶液３０を接触させ
、基材層２の表面に形成されている酸化皮膜２ａを除去する。その接触方法は、基材層２
を酸性水溶液３０中に浸漬して接触させてもよいし、或いは酸性水溶液を塗布、吹き付け
、散布、ロールコート又はかけ流しなどのいずれかの方法で接触させても良いのである。
そして、この場合、基材層２の表面における酸化皮膜２ａを除去して基材層２の表面を活
性化すると、その活性表面に生成した基材層２を構成する成分の元素イオンと、アンダー
コート層形成剤とが結合してアンダーコート層３が基材層２の表面に形成される。
【００７５】
　図１（ｄ）に示すように、基材層２の表面にアンダーコート層３を形成した後、この基
材層２の表面は水洗、乾燥される。この際、基材層２の活性表面はアンダーコート層３に
よって、保護されているのでその酸化が防止されると共に、基材層２とアンダーコート層
３との密着性が極めて良好になるのである。この乾燥の際、熱を加えすぎると、アンダー
コート層３が熱分解される恐れがあるので、乾燥温度を制御する必要がある。この乾燥条
件としては特に限定されるものではないが、具体的には、乾燥温度を１００℃以下、好ま
しくは室温から５５℃の温度範囲、特に好ましくは室温～４５℃の温度範囲に制御し、自
然乾燥、真空乾燥、加熱乾燥、送風乾燥または熱風乾燥などの方法によって乾燥するのが
好ましい。
【００７６】
　次いで、図１（ｅ）に示すように、乾燥させたアンダーコート層３の表面に、照射線、
この場合、紫外線により硬化する樹脂層１を設けて、基材層２の表面に、前記アンダーコ
ート層３を介して前記樹脂層１を積層させ、このアンダーコート層３と樹脂層２とからな
る紫外線硬化型のマスク層３１を形成する。このアンダーコート層３は、基材層２の表面
に密着した状態で形成されるのであり、このアンダーコート層３は、樹脂層１との相性が
良く、当該樹脂層１との密着性を著しく向上させるのである。
【００７７】
　本実施例においては、基材層２表面のアンダーコート層３上に、紫外線硬化型の樹脂液
、或いは紫外線硬化型の樹脂の溶液を接触させ、乾燥して紫外線硬化型のマスク層３１を
形成してもよく、或いは紫外線硬化型のドライフィルム（樹脂層１）を室温、或いは必要
に応じて加熱しながら圧着して紫外線硬化型のマスク層３１を形成してもよいのである。
このドライフィルム（樹脂層１）の貼り合わせの際、既に基材層２の表面にアンダーコー
ト層３が形成されているから、当該ドライフィルム（樹脂層１）との接合性が良く、その
結果、工場での安全な温度範囲、つまり室温もしくは比較的低温（２０～４５℃）でも効
果的にドライフィルム（樹脂層１）を貼り付けてマスク層３１を形成することができる。
このように比較的低温でマスク層３１を形成すると、後述するように、後工程で微細且つ
精密なパターンのマスク層１０を形成することができるのである。
【００７８】
　更に、図１（ｆ）に示すように、紫外線硬化型のマスク層３１を形成した後、その上か
ら所定部位に紫外線を照射し、紫外線の照射部位を硬化させてマスク層１０を形成する。
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この紫外線による処理は、マスク層３１の表面に、紫外線の照射部と非照射部とからなる
パターンを形成したパターンシートを設け、その上から紫外線を照射することによって処
理するものであってもよいし、マスク層３１の所定部位に、あらかじめプログラムしてあ
るパターン通りに紫外線を照射してパターン通りに硬化してもよいのである。
【００７９】
　このように、紫外線硬化型のマスク層３１を硬化した後、未硬化部分のマスク層３１が
専用の溶剤で除去されて所定のパターン通りに硬化されたマスク層１０が形成される。こ
の場合、マスク層３１が、前述のように比較的低温で形成されているから、樹脂層１の皺
や浮き更に伸びや歪み更に隙間などが無く、このため、微細且つ精密で、信頼性の高いパ
ターンのマスク１０を形成することができる。
【００８０】
　次に、前述のマスク１０の形成方法を利用したプリント配線基板４の製造工程について
説明する。
【００８１】
　図２は、サブトラクティブ法によるプリント配線基板４の製造工程を示す。
【００８２】
　図２に示すように、このプリント配線基板４の製造方法は、絶縁層４０上に金属シード
層(基材層)２１を介して設けられた金属層(基材層)２２の表面に、アンダーコート層形成
剤を含有する酸性水溶液３０を用い、前述の方法により、アンダーコート層３を形成し、
このアンダーコート層３上に紫外線硬化型の樹脂層１を設けることにより紫外線硬化型の
マスク層３１を形成する（図２（ａ）～図２（ｅ））。次に、このマスク層３１の上から
所定部位に紫外線を照射することにより、当該マスク層３１が硬化した所定部位（マスク
層１０）とそれ以外の未硬化部位とを形成する。
【００８３】
　次いで、前記マスク層３１の未硬化部位を溶剤で除去して金属シード層２１および金属
層２２を露出させた後（図２（ｆ））、この露出した金属シード層２１および金属層２２
を溶剤で除去して、マスク層１０の下に金属シード層２１ａと金属層２２ａとからなる導
体パターンＡを形成した後（図２（ｇ）及び図２（ｈ））、前記マスク層１０を除去する
ことによってプリント配線基板４が得られる。
　プリント配線基板４の製造方法を更に詳細に説明する。
【００８４】
　図２（ａ）に示すように、絶縁層４０上に金属シード層２１が設けられる。
　前記絶縁層４０としては、紙フェノール基板、紙エポキシ基板、ガラスコンポジット基
板、ガラスエポキシ基板、フッ素樹脂、セラミックス基板などのリジット基板、ポリイミ
ドやポリエステルなどのフィルムからなるフレキシブル基板、またはこれらの複合基板の
何れであってもよい。
【００８５】
　金属シード層２１は、この絶縁層４０の表面に金属層２２を形成するにあたり、絶縁層
４０と金属層２２との密着性を向上させるために、絶縁層４０の表面に設けられる。この
金属シード層２１としては、ＮｉやＮｉ－ＣｒやＣｕなどによって構成される。この金属
シード層２１は、物理蒸着、化学蒸着、スパッタリングなどによって設けられる。
【００８６】
　図２（ｂ）に示すように、この金属シード層２１の表面には金属層２２が設けられる。
この金属層２２は、後に導体パターンＡとなるため、従来公知の金属、具体的には、例え
ば銅、銅合金、ニッケル、アルミニウム、亜鉛、錫、ステンレス、チタン、銀又は金或い
はこれらの合金などの金属で形成されている。この金属層２２は、電解メッキ等の公知の
方法によって形成される。
【００８７】
　次いで、図２（ｃ）および（ｄ）に示すように、この金属層２２の表面には、アンダー
コート層形成剤を含有する酸性水溶液３０を用いてアンダーコート層３を形成した後、水
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洗、乾燥させた後、図２（ｅ）に示すように、前記アンダーコート層３上に紫外線硬化型
の樹脂層１を設けて紫外線硬化型のマスク層３１を形成する。この場合、アンダーコート
層３を介して、金属層２２とマスク層３１との密着性が極めて良好になるのである。
【００８８】
　更に、図２（ｆ）に示すように、前記マスク層３１の所定部位に紫外線を照射して当該
所定部位を硬化し、未硬化部位を溶剤で除去して硬化したマスク層１０を形成する。この
際、紫外線による処理は、マスク層３１上に導体パターンＡを形成した写真原版を設けて
紫外線を照射し、紫外線が透過した部分だけを硬化させてもよいし、或いは予め、プログ
ラミングされた導体パターンＡ通りに紫外線を照射して当該導体パターンＡを形成しても
よいのである。このように、前記マスク層３１の上に所定のパターン通りに紫外線を照射
し、硬化されたマスク層１０部位とそれ以外の未硬化部位とを形成した後、未硬化部位が
溶剤で除去される。
【００８９】
　そして、図２（ｇ）に示すように、露出した金属シード層２１および金属層２２をエッ
チングして除去すると、硬化したマスク層１０の下方に存在する金属シード層２１ａおよ
び金属層２２ａからなる導体パターンＡが形成される。
【００９０】
　最後に、図２（ｈ）に示すように、硬化したマスク層１０を除去してプリント線基板４
が完成する。
【００９１】
　このようにして形成されたプリント配線基板４は、金属シード層２１上に形成されたア
ンダーコート層３を介して金属層２２が形成され、更にこの金属層２２上に樹脂層１が隙
間無く、しかも伸びや縮み更に歪みなどの発生がなく密着しているのであり、その結果、
導体パターンの高密度化、高精度化の実現が可能になって信頼性の高い微細な導体パター
ンを備えるプリント配線基板が容易に得られるのである。
【００９２】
　なお、本実施の形態において、プリント配線基板４は、片面に導体パターンＡを形成し
た片面基板について述べているが、両面基板であってもよい。
【００９３】
　図３は、セミアディティブ法によるプリント配線基板４の製造工程を示す。
　このプリント配線基板４の製造方法は、絶縁層４０上に設けられた金属シード層２１の
表面に、アンダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液３０を用い、前述の方法によりア
ンダーコート層３を介して紫外線硬化型の樹脂層１を設けて紫外線硬化型のマスク層３１
を形成する（図３（ａ）～図３（ｄ））。
【００９４】
　次に、この紫外線硬化型のマスク層３１の上から所定部位に紫外線を照射することによ
り、当該マスク層３１が硬化した所定部位（マスク層１０）とそれ以外の未硬化部位１１
とを形成する。次いで、前記マスク層３１の未硬化部位１１を溶剤で除去して金属シード
層２１を露出させた後（図３（ｅ））、この露出した金属シード層２１上にメッキ処理を
施して導体パターンＡを形成した後（図３（ｆ））、硬化したマスク層１０とその下の金
属シード層２１とを除去して導体パターンＡを形成することによってプリント配線基板４
が得られる（図３（ｇ）及び図３（ｈ））。
【００９５】
　本発明において用いられる金属シード層２１は、一層構造の金属層であっても良いし、
２層構造の金属層であってもよい。また、このセミアディティブ法に用いられるアンダー
コート層形成剤を含有する酸性水溶液３０は、前述のサブトラクティブ法に用いられるも
のと同様のものが挙げられる。
【００９６】
　このようにして製造されたプリント配線基板４は、前述のサブトラクティブ法による場
合と同様に、金属シード層２１上にアンダーコート層３を介して樹脂層１が隙間無く、し
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かも伸びや縮み更に歪みなどの発生がなく強固に密着している結果、導体パターンの高密
度化、高精度化の実現が可能になって信頼性の高い微細な導体パターンを備えるプリント
配線基板が容易に得られるのである。
【００９７】
　特に、セミアディティブ法による場合、金属シード層２１と紫外線硬化型の樹脂層３１
を硬化させて得たマスク層１０との密着が悪いと、このマスク層１０によって形成される
パターン１１にメッキ処理を施した際、当該マスク１０が剥離して不良品発生の原因とな
る懸念が生じるが、本発明の方法によると、このような不良品の発生を防止して製品の歩
留りを向上させることができる。
【００９８】
　なお、本実施の形態においても、プリント配線基板４は、片面に導体パターンＡを形成
した片面基板について述べているが、両面基板であってもよい。
　図４は、電鋳部品５の製造工程を示す。
【００９９】
　この電鋳部品５の製造方法は、基材層２の表面に、アンダーコート層形成剤を含有する
酸性水溶液３０を用い、前述の方法によりアンダーコート層３を形成し、このアンダーコ
ート層３上に紫外線硬化型の樹脂層１を設けることにより紫外線硬化型のマスク層３１を
形成する（図４（ａ）～図４（ｄ））。この場合、前記基材層２としては従来公知の金属
、樹脂または無機材料で形成されたものが挙げられる。
【０１００】
　次に、このマスク層３１の上から所定部位に紫外線を照射することにより、当該マスク
層３１が硬化した所定部位（マスク層１０）とそれ以外の未硬化部位とを形成した後、前
記マスク層３１の未硬化部位を溶剤で除去して基材層２を露出させると共に、鋳型部１２
を形成する（図４（ｅ））。
【０１０１】
　次いで、図４（ｆ）及び図４（ｇ）に示すように、前記鋳型部１２に電鋳メッキ処理を
施して電鋳部品５を製造する。次の工程で、これを加熱又は冷却して、電鋳部品５を製造
した直後との温度差を与えて硬化したマスク層１０及び電鋳部品５の膨張又は収縮により
これらの剥離性を向上させた後、硬化したマスク層１０及び電鋳部品５を剥離して当該電
鋳部品５を得るものである（図４（ｈ））。前記加熱温度は５０～２５０℃の範囲が望ま
しく、又、冷却温度はマイナス５℃からマイナス２００℃の範囲が望ましく、所望により
液体窒素を用いてもよいのである。又、電鋳部品５の剥離性を良好にするために、電鋳部
品５の製造直後との温度差が１５０～２５０℃程度となるように制御するのが望ましい。
【０１０２】
　このようにして電鋳部品５が製造されるが、この電鋳部品５を製造するにあたり、基材
層２上にアンダーコート層３を介して紫外線硬化型の樹脂層１が隙間無く、強固に密着し
た状態で形成される。この場合、前記樹脂層１には、伸びや縮み更に歪みなどの発生がな
くアンダーコート層３に強固に密着している結果、高密度で高精度な信頼性の高い、優れ
た電鋳部品５を容易に得ることができる。又、本発明の方法によると、前述したとおり、
基材層２とマスク１０とが強固に密着しているので、不良品の発生を防止して製品の歩留
りを向上させることができる。
【０１０３】
　図５は、スクリーン印刷製版６の製造工程を示す。
【０１０４】
　このスクリーン印刷製版６の製造方法は、絶縁層４０の上に設けたスクリーン印刷用の
メッシュシート６０の表面に、アンダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液３０を用い
、前述の方法によりアンダーコート層３を形成し、このアンダーコート層３上に紫外線硬
化型の樹脂層１を設けることにより紫外線硬化型のマスク層３１を形成する（図５（ａ）
～図５（ｄ））。この場合、前記メッシュシート６０としては従来公知の金属や樹脂で形
成されたものが挙げられる。
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【０１０５】
　次に、このマスク層３１の上から所定部位に紫外線を照射することにより、当該マスク
層３１が硬化した所定部位（マスク層１０）とそれ以外の未硬化部位とを形成した後、前
記マスク層３１の未硬化部位を溶剤で除去してメッシュシート６０を露出させてペースト
（図示省略）が通過する開口部６１を形成する（図５（ｅ））。
【０１０６】
　次いで、図５（ｆ）に示すように、絶縁層４０からメッシュシート６０を剥がして上下
反転させれば、スクリーン印刷製版６が完成する。
【０１０７】
　このようにしてスクリーン印刷製版６が製造されるが、このスクリーン印刷製版６を製
造するにあたり、メッシュシート６０上にアンダーコート層３を介して紫外線硬化型の樹
脂層１が隙間無く、強固に密着した状態で形成される。この場合、前記樹脂層１には、伸
びや縮み更に歪みなどの発生がなくアンダーコート層３に強固に密着している結果、高密
度で高精度な信頼性の高い、優れたスクリーン印刷製版６を容易に得ることができる。又
、本発明の方法によると、前述したとおり、メッシュシート６０とマスク１０とが強固に
密着しているので、不良品の発生を防止して製品の歩留りを向上させることができる。
　以下、本発明に係る実施の形態について説明する。
【０１０８】
［実施例１］
　アンダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液３０として、硫酸４．５重量％、塩酸２
．０重量％、酒石酸１．１重量％、ピロガロール０．９重量％、ポリオキシエチレンスチ
レン化フェニルエーテル０．２重量％及び水９１．３重量％からなる酸性水溶液３０を調
製した。
【０１０９】
　テスト基材（基材層２）として、ＳＵＳ３０４（５０ｍｍ×５０ｍｍ×ｔ１ｍｍ、平均
Ｒａ０．０５、ＲｚＪＩＳ０．１７５：ミツトヨ社製  サーフテストＳＪ－３０１で測定
）を用いた。
【０１１０】
　次に、前記テスト基材（基材層２）を、前記アンダーコート層形成剤を含有する酸性水
溶液３０に温度２５℃で３分間浸漬した後、温度２５±２℃の純水でシャワー洗浄後、エ
アブロー乾燥させてアンダーコート層３を形成した。
【０１１１】
　前記乾燥後から３０分以内に、アンダーコート層３付きテスト基材（基材層２）におい
てそのアンダーコート層３の表面に、樹脂層１として紫外線硬化型のドライフィルム（日
立化成社製フォトキャストＨＭ－４０７５）を表１に示す各温度条件で貼り合わせた。
【０１１２】
　即ち、表１に示す各所定温度に設定したホットプレート上に前記テスト基材（基材層２
）を５分間載置し、このテスト基材（基材層２）上に前記ドライフィルム（樹脂層１）を
貼り合わせた。この貼り合わせにあたり、前記ドライフィルム（樹脂層１）上には、同じ
く各所定温度に加熱したステンレス板を重ね合わせ、その重みで５分間保持した。この際
、使用したステンレス板は、テスト基材（基材層２）と同様のものであり、その重さは１
８．３ｇであった。
【０１１３】
　このような工程を経て、テスト基材（基材層２）の表面にアンダーコート層３を介して
紫外線硬化型のドライフィルム（樹脂層１）を積層し、紫外線硬化型のマスク層３１を形
成した。次いで、この紫外線硬化型のマスク層３１の表面全体に５分間紫外線を露光、硬
化させて、硬化したマスク層１０を表面全体に形成し、試験片を得た。
【０１１４】
　このようにして得られた試験片のマスク層１０には、縦横５ｍｍ間隔で切れ目を入れ、
縦横５列の合計２５マスのマス目を形成した。そして、各マス目の表面には、セロハンテ
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ープ（ニチバン社製：商品名セロテープＣＴ１５３５）を貼付け、爪で何度か擦った後、
テスト基材（基材層２）とテープとが９０度の角度になるようにして３Ｎの剥離強度でＴ
字剥離による密着性評価試験を行った。その結果を表１に示す。
　又、その密着性評価基準は下記の通りである。
【０１１５】
評価基準
◎：２５マス中２５～２１マスの欠けなし
○：２５マス中２０～１３マスの欠けなし
△：２５マス中１２～６のマス欠けなし
×：２５マス中５マス以下のマス欠けなし
【０１１６】
　このセロハンテープによる密着性評価試験は、２回行い、その平均値を結果として示し
た。ホットプレートの温度は、それぞれ２０度、３０度、４０度、５０度、６０度、７０
度、８０度、９０度、１００度のそれぞれの場合について行った。その結果を表１に示す
。
【０１１７】
［実施例２］
　テスト基材（基材層２）として厚さ１ｍｍの錫板を用い、又、アンダーコート層形成剤
を含有する酸性水溶液３０として、実施例１で用いたものに代えて、硫酸４．５重量％、
塩酸１．０重量％、酒石酸１．１重量％、ピロガロール０．９重量％、ポリオキシエチレ
ンスチレン化フェニルエーテル０．２重量％及び水９２．３重量％からなる酸性水溶液３
０を用い、実施例１と同様にして試験片を作成し、実施例１と同様の密着性評価試験を行
った。その結果を表１に示す。
【０１１８】
［比較例１］
　実施例１で用いたアンダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液３０に代えて、硫酸４
．５重量％、塩酸２．０重量％、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル０．２
重量％及び水９３．３重量％からなる混酸水溶液を用いた以外は、実施例１と同様に試験
片を作成し、その密着性評価試験を実施例１と同様に行った。即ち、この試験片は前記基
材層２の表面に前記ドライフィルム（樹脂層１）を直接貼り合わせて作成したものであり
、従って、この密着性評価は基材層２とドライフィルム（樹脂層１）との密着性を評価す
るためのものである。その結果を表１に示す。
【０１１９】
［比較例２］
　実施例１で用いたアンダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液３０に代えて、塩酸１
．７重量％、塩化鉄１．６重量％、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル０．
２重量％及び水９６．５重量％からなる塩酸混合液を用いた以外は、実施例１と同様に試
験片を作成し、その密着性評価試験を実施例１と同様に行った。即ち、この試験片も前記
基材層２の表面に前記ドライフィルム（樹脂層１）を直接貼り合わせて作成したものであ
り、従って、この密着性評価は基材層２とドライフィルム（樹脂層１）との密着性を評価
するためのものである。その結果を表１に示す。
【０１２０】
［比較例３］
　実施例１で用いたアンダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液３０に代えて、硝酸１
３．０重量％、硝酸第二鉄１５．８重量％、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエー
テル０．２重量％及び水７１．０重量％からなる硝酸混合液を用いた以外は、実施例１と
同様に試験片を作成し、その密着性評価試験を実施例１と同様に行った。即ち、この試験
片も前記基材層２の表面に前記ドライフィルム（樹脂層１）を直接貼り合わせて作成した
ものであり、従って、この密着性評価は金属層２とドライフィルム（樹脂層１）との密着
性を評価するためのものである。その結果を表１に示す。
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【０１２１】
［比較例４］
　実施例１で用いたアンダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液３０に代えて、過酸化
水素２，０％、硫酸９．０％、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル０．２重
量％及び水８８．８％からなる過酸化水素混合酸性水溶液を用いた以外は、実施例１と同
様に試験片を作成し、その密着性評価試験を実施例１と同様に行った。即ち、この試験片
も前記基材層２の表面に前記ドライフィルム（樹脂層１）を直接貼り合わせて作成したも
のであり、従って、この密着性評価は基材層２とドライフィルム（樹脂層１）との密着性
を評価するためのものである。その結果を表１に示す。
【０１２２】
【表１】

【０１２３】
　表１に示す結果から、各実施例のものは、温度２０℃程度の比較的低温であっても、ア
ンダーコート層３付きの金属層２においてそのアンダーコート層３の表面に、要求される
密着性を有するマスク層１０を形成し得ることが確認される。
　これに対して、各比較例のものは、温度が１００℃程度の比較的高い温度でも要求され
る密着性が得られないことが認められる。
【０１２４】
［実施例３］
　実施例１と同様に基材層２の表面にアンダーコート層３を形成し、このアンダーコート
層３の形成直後から、室温（２０℃）でそれぞれ１時間後、２０時間後、２４時間後、７
２時間放置した後、２０度のホットプレート温度（加熱していない。室温）でドライフィ
ルムを貼り合わせた以外は実施例１と同様に試験を行った。この密着性評価試験はアンダ
ーコート層３の安定性を評価するためのものであり、基材層２における活性表面の酸化を
どの程度の期間防止できるかを評価するためのものである。その結果を表２に示す。
【０１２５】
［実施例４］
　実施例２と同様に基材層２の表面にアンダーコート層３を形成し、このアンダーコート
層３の形成直後から、室温（２０℃）でそれぞれ１時間後、２０時間後、２４時間後、７
２時間放置した後、２０度のホットプレート温度（加熱していない。室温）でドライフィ
ルムを貼り合わせた以外は実施例１と同様に試験を行った。この密着性評価試験はアンダ
ーコート層３の安定性を評価するものであり、基材層２における活性表面の酸化をどの程
度の期間防止できるかを評価するためのものである。その結果を表２に示す。
【０１２６】
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［比較例５］
　比較例１と同様に混酸水溶液を用いて基材層２を前処理した後、２５度±２度の純水で
シャワー洗浄後、エアブロー乾燥させた後、その乾燥直後から、室温（２０℃）でそれぞ
れ１時間後、２０時間後、２４時間後、７２時間放置した後、２０度のホットプレート温
度（加熱していない。室温）でドライフィルムを貼り合わせた以外は比較例１と同様に試
験を行った。この密着性評価試験は基材層２における活性表面の安定性を評価するもので
あり、基材層２における活性表面の酸化が経時的にどの程度進行するかを確認するととも
に、基材層２とドライフィルム（樹脂層１）との密着性の変化を確認するためのものであ
る。
　その結果を表２に示す。
【０１２７】
［比較例６］
　比較例２と同様に混酸水溶液を用いて基材層２を前処理した後、２５度±２度の純水で
シャワー洗浄後、エアブロー乾燥させた後、その乾燥直後から、室温（２０℃）でそれぞ
れ１時間後、２０時間後、２４時間後、７２時間放置した後、２０度のホットプレート温
度（加熱していない。室温）でドライフィルムを貼り合わせた以外は比較例２と同様に試
験を行った。この密着性評価試験は基材層２における活性表面の安定性を評価するもので
あり、基材層２における活性表面の酸化が経時的にどの程度進行するかを確認するととも
に、基材層２とドライフィルム（樹脂層１）との密着性の変化を確認するためのものであ
る。
　その結果を表２に示す。
【０１２８】
［比較例７］
　比較例３と同様に混酸水溶液を用いて基材層２を前処理した後、２５度±２度の純水で
シャワー洗浄後、エアブロー乾燥させた後、その乾燥直後から、室温（２０℃）でそれぞ
れ１時間後、２０時間後、２４時間後、７２時間放置した後、２０度のホットプレート温
度（加熱していない。室温）でドライフィルムを貼り合わせた以外は比較例３と同様に試
験を行った。この密着性評価試験は基材層２における活性表面の安定性を評価するもので
あり、基材層２における活性表面の酸化が経時的にどの程度進行するかを確認するととも
に、基材層２とドライフィルム（樹脂層１）との密着性の変化を確認するためのものであ
る。
　その結果を表２に示す。
【０１２９】
［比較例８］
　比較例４と同様に混酸水溶液を用いて基材層２を前処理した後、２５度±２度の純水で
シャワー洗浄後、エアブロー乾燥させた後、その乾燥直後から、室温（２０℃）でそれぞ
れ１時間後、２０時間後、２４時間後、７２時間放置した後、２０度のホットプレート温
度（加熱していない。室温）でドライフィルムを貼り合わせた以外は比較例４と同様に試
験を行った。この密着性評価試験は金属層２における活性表面の安定性を評価するもので
あり、基材層２における活性表面の酸化が経時的にどの程度進行するかを確認するととも
に、基材層２とドライフィルム（樹脂層１）との密着性の変化を確認するためのものであ
る。その結果を表２に示す。
【０１３０】
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【表２】

【０１３１】
　表２に示す結果から、各実施例においては、ステンレス基材（基材層２）の表面にアン
ダーコート層３を形成し、このアンダーコート層３の形成直後から、３日以上経過した場
合であっても、前記ステンレス基材（基材層２）にドライフィルム（樹脂層１）を密着さ
せた状態で強固に接着し得ることが認められる。
　これに対して、各比較例のものは、基材層２の活性表面を形成した直後から要求される
密着性が得られず、又、時間の経過と共に、密着性の悪化が進行することが認められる。
【０１３２】
［実施例５・６］
　実施例５又は実施例６においては、それぞれ前記実施例１又は前記実施例２に対応し、
前記実施例１又は前記実施例２で用いた基材層２を、それぞれテスト基材である銅板（５
０ｍｍ×５０ｍｍ×ｔ１ｍｍ、平均Ｒａ０．０７、ＲｚＪＩＳ０．３５：ミツトヨ社製  
サーフテストＳＪ－３０１で測定）に代えて用い、又、酸性水溶液として、実施例５は実
施例１と同様のものを用い、実施例６は実施例２と同様のものを用いた以外は、実施例１
と同様にして試験片を作成し、実施例１と同様の密着性評価試験を行った。
　その結果を表３に示す。
【０１３３】
［比較例９～１２］
　比較例９～１２においては、それぞれ前記比較例１～４に対応し、前記比較例１～４で
それぞれ用いた基材層２を、それぞれテスト基材である銅板（５０ｍｍ×５０ｍｍ×ｔ１
ｍｍ、平均Ｒａ０．０７、ＲｚＪＩＳ０．３５：ミツトヨ社製  サーフテストＳＪ－３０
１で測定）に代えて用い、又、酸性水溶液として、比較例９は比較例１と、比較例１０は
比較例２と、比較例１１は比較例３と、比較例１２は比較例４と、それぞれ同様のものを
用いた以外は、比較例１と同様にして試験片を作成し、比較例１と同様の密着性評価試験
を行った。その結果を表３に示す。
【０１３４】
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【表３】

【０１３５】
　表３に示す結果から、各実施例のものは、温度２０℃程度の比較的低温であっても、ア
ンダーコート層３付きの銅基材（基材層２）においてそのアンダーコート層３の表面に、
要求される密着性を有するマスク層１０を形成し得ることが確認される。
　これに対して、各比較例のものは、温度が９０℃程度の比較的高い温度でも要求される
密着性が得られない場合があり、バラツキが発生して信頼性に欠けることが認められる。
【０１３６】
［実施例７・８］
　実施例７又は実施例８においては、それぞれ前記実施例３又は前記実施例４に対応し、
前記実施例３又は前記実施例４で用いた基材層２を、それぞれテスト基材である銅板（５
０ｍｍ×５０ｍｍ×ｔ１ｍｍ、平均Ｒａ０．０７、ＲｚＪＩＳ０．３５：ミツトヨ社製  
サーフテストＳＪ－３０１で測定）に代えて用い、又、酸性水溶液として、実施例７は実
施例３と、実施例８は実施例４とそれぞれ同様のものを用いて、それぞれ前記基材層２の
表面にアンダーコート層３を形成し、このアンダーコート層３の形成直後から、室温（２
０℃）でそれぞれ１時間後、２０時間後、２４時間後、７２時間放置した後、２０℃のホ
ットプレート温度（加熱していない。室温）でドライフィルムを貼り合わせた以外は実施
例３と同様に試験を行った。この密着性評価試験はアンダーコート層３の安定性を評価す
るためのものであり、基材層２における活性表面の酸化をどの程度の期間防止できるかを
評価するためのものである。その結果を表４に示す。
【０１３７】
［比較例１３～１６］
　比較例１３～１６においては、それぞれ前記比較例５～８に対応し、前記比較例５～８
でそれぞれ用いた基材層２を、それぞれテスト基材である銅板（５０ｍｍ×５０ｍｍ×ｔ
１ｍｍ、平均Ｒａ０．０７、ＲｚＪＩＳ０．３５：ミツトヨ社製  サーフテストＳＪ－３
０１で測定）に代えて用い、又、酸性水溶液として、比較例１３は比較例５と、比較例１
４は比較例６と、比較例１５は比較例７と、比較例１６は比較例８とそれぞれ同様のもの
を用いて、それぞれ前記基材層２の表面にアンダーコート層３を形成し、このアンダーコ
ート層３の形成直後から、室温（２０℃）でそれぞれ１時間後、２０時間後、２４時間後
、７２時間放置した後、２０℃のホットプレート温度（加熱していない。室温）でドライ
フィルムを貼り合わせた以外は比較例５と同様に試験を行った。この密着性評価試験は前
記基材層２における活性表面の安定性を評価するものであり、前記基材層２における活性
表面の酸化が経時的にどの程度進行するかを確認するとともに、基材層２とドライフィル
ム（樹脂層１）との密着性の変化を確認するためのものである。その結果を表４に示す。
【０１３８】
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【表４】

【０１３９】
　表４に示す結果から、各実施例においては、銅基材（基材層２）の表面にアンダーコー
ト層３を形成し、このアンダーコート層３の形成直後から、３日以上経過した場合であっ
ても、前記銅基材（基材層２）にドライフィルム（樹脂層１）を密着させた状態で強固に
接着し得ることが認められる。
　これに対して、各比較例のものは、銅基材（基材層２）の活性表面を形成した直後から
要求される密着性が得られず、又、時間の経過と共に、密着性の悪化が進行することが認
められる。
【０１４０】
［実施例９］
　硫酸４．５重量％、塩酸２．０重量％、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテ
ル０．２重量％及び水９３．３重量％からなる混酸水溶液を用い、この混酸水溶液に実施
例１と同様の基材層２を温度２５℃で３分間浸漬して、当該基材層２の酸化皮膜を除去す
ると共に、その表面を活性化した後、下記アンダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液
で処理してアンダーコート層３を形成した以外は、実施例１と同様に試験片を作成し、そ
の密着性評価試験を実施例１と同様に行った。即ち、前記１～８の実施例が一液型のアン
ダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液で処理しているのに対し、この実施例では二液
型の水溶液で処理したものである。
　この実施例９で用いられた、アンダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液は、塩酸０
．２５重量％、酒石酸１．１重量％、ピロガロール０．９重量％、ポリオキシエチレンス
チレン化フェニルエーテル０．２重量％及び水９７．５５重量％からなるものである。そ
の結果を表５に示す。
【０１４１】
［実施例１０］
　実施例９の二液型水溶液の処理方法において、アンダーコート層形成剤を含有する塩酸
酸性水溶液に代えて、ピロガロール２重量％及び水９８重量％からなる中性水溶液で処理
してアンダーコート層３を形成した以外は、実施例１と同様に試験片を作成し、その密着
性評価試験を実施例１と同様に行った。即ち、この場合も二液型の水溶液で処理したもの
である。その結果を表５に示す。
【０１４２】
［実施例１１］
　実施例９の二液型水溶液の処理方法において、アンダーコート層形成剤を含有する塩酸
酸性水溶液に代えて、ピロガロール１．４重量％、炭酸ナトリウム４．８重量％、水酸化
ナトリウム１．１重量％及び水９２．７重量％からなるアルカリ性水溶液で処理してアン
ダーコート層３を形成した以外は、実施例１と同様に試験片を作成し、その密着性評価試
験を実施例１と同様に行った。即ち、この場合も二液型の水溶液で処理したものである。
その結果を表５に示す。
【０１４３】
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【表５】

【０１４４】
　表５に示す結果から、実施例９～実施例１１の各実施例のものは、温度２０℃程度の比
較的低温であっても、アンダーコート層３付きの基材層２においてそのアンダーコート層
３の表面に、要求される密着性を有するマスク層１０を形成し得ることが確認される。
【０１４５】
［実施例１２～１４]
　実施例１，３，９において、基材層２の素材をフェノール樹脂に変更した以外は、上記
実施例１，３，９と同様に試験を行った。結果は、全て「◎」の評価が得られた。
【０１４６】
　本発明においては、ドライフィルムなどの樹脂層を加熱することなく、アンダーコート
層に圧着することができるから、樹脂層の伸びや縮み更に歪み更に浮きや弛みなどの発生
が無く、アンダーコート層の表面に樹脂層を綺麗に形成できるのであり、その結果、導体
パターンの高密度化、高精度化の実現が可能になって信頼性の高い微細な導体パターンを
備えるプリント配線基板や電鋳部品が得られるのである。
【０１４７】
　なお、本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形
で実施することができる。そのため、上述の実施例はあらゆる点で単なる例示にすぎず、
限定的に解釈してはならない。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示すものであって
、明細書本文には、なんら拘束されない。さらに、特許請求の範囲の均等範囲に属する変
形や変更は、全て本発明の範囲内のものである。
【産業上の利用可能性】
【０１４８】
　本発明においては、前述のとおり、導体パターンの高密度化、高精度化の実現が可能に
なって信頼性の高い微細な導体パターンを備えるプリント配線基板や電鋳部品が得られる
ので、産業上の利用価値は極めて高いのである。
【符号の説明】
【０１４９】
１　　紫外線硬化型の樹脂層
１０　硬化したマスク（層）
１１　電鋳鋳型（鋳型部）
２　　基材層
２１　金属シード層(基材層)
２２　金属層(基材層)
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３　　アンダーコート層
３０　アンダーコート層形成剤を含有する酸性水溶液
３１　紫外線硬化型のマスク層
４　　プリント配線基板
５　　電鋳部品
６　　スクリーン印刷製版
６０　メッシュシート（基材層）
６１　開口部
Ａ　　パターン

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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              特開２０１４－０５１５７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０３９０９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１５６６０５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｆ７／００；Ｇ０３Ｆ７／００４－７／１８；７／２６－７／４２
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